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（午前９時５７分 開会） 

○藤浦雅彦委員長 ただいまより、駅前等

再開発特別委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 委員の皆様には連日の決算審査に係る

委員会でお忙しいところ、本日は駅前等再

開発特別委員会をお持ちいただきまして、

ありがとうございます。 

 このたびの役員改選でおかわりになら

れました正副委員長様を初め、委員の皆さ

んには、１年間また何かとお世話になりま

すが、よろしくお願いいたします。 

 本日は、平成３０年度の決算につきまし

て、駅前等再開発特別委員会の所管分のご

審査をお願いすることになります。何とぞ

慎重審査の上、ご認定いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○藤浦雅彦委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、野口委員

を指名します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山本市長公室長。 

○山本市長公室長 おはようございます。 

 認定第１号、平成３０年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、市長公室が所管し

ております事項につきまして、決算書の特

別明細の目を追って、補足説明をさせてい

ただきます。 

 歳出でございますが、８２ページ、款２

総務費、項１総務管理費、目５企画費は、

健都イノベーションパークへの企業立地

を推進するため、ＰＲチラシ作成に要した

経費でございます。 

 以上、市長公室が所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦委員長 平井保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 おはようござい

ます。 

 それでは、認定第１号、平成３０年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、保健福

祉課で所管し、駅前等再開発特別委員会に

おいてご審査いただくものにつきまして、

補足説明をさせていただきます。 

 歳出でございますが、決算書１３２ペー

ジ、款４衛生費、項１保健衛生費、目２予

防費のうち、１３７ページの北大阪健康医

療都市ポータルサイト運営負担金でござ

います。これは、北大阪健康医療都市に関

する情報発信を目的に、吹田市と共同でポ

ータルサイトを運営するために執行した

経費となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願

い申し上げます。 

○藤浦雅彦委員長 高尾建設部長。 

○高尾建設部長 それでは、認定第１号、

平成３０年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、建設部に係ります項目につきま

して、目を追って、その主なものについて

補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書５０

ページをごらんください。 

 款１５府支出金、項３委託金、目２土木

費委託金のうち、大阪府より受託いたしま

した連続立体交差事業調査委託金でござ

います。 

 次に、６０ページ、款１９諸収入、項４

雑入、目２雑入のうち、都市計画課所管分

の吹田操車場跡地における地中障害物撤
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去費用負担金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１６

４ページ、款７土木費につきましては、項

４都市計画費、目２街路事業費は、連続立

体交差事業に係る調査委託料や負担金な

どでございます。 

 次に、１６６ページ、目５再開発事業費

は、千里丘駅西地区まちづくり事業に係る

調査計画等委託料などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。 

 それでは、質問させていただきます。決

算概要に基づいて、させていただきます。 

 まず、１番目が決算概要の５０ページ、

健都イノベーションパーク企業立地推進

事業のところで、印刷製本費の内容につい

て、お聞かせください。 

 続きまして、２番目、決算概要の９６ペ

ージです。 

 健都ポータルサイト運営事業について、

この内容について、お聞かせください。 

 続きまして、３番目、決算概要の１２０

ページ、阪急京都線連続立体交差事業のと

ころで、平成３０年度から新しい組織が立

ち上がったと認識しています。そこで、新

たな組織として、どのような組織になった

のかをまずお聞かせください。 

 続きまして、４番目、決算概要の１２４

ページ、千里丘駅西地区まちづくり事業の

ところですが、調査計画等委託料のこの概

要について、お聞かせください。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁お願い

します。 

 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、松本

委員のご質問に、お答えいたします。 

 印刷製本費の中身というご質問だった

と思います。 

 印刷製本費につきましては、健都イノベ

ーションパークにおきます本市所有地約

６，０００平方メートルへの企業立地を促

進するため、まちづくりの概要や主な税制

優遇、補助金制度等を紹介する案内チラシ

の作製に要した費用でございまして、２，

０００部作製いたしております。 

 なお、配布先につきましては、建設業労

働災害防止協会大阪支部を通じまして、そ

の会員となります１，１２４社に配布した

もので、不動産ディベロッパーへのアプロ

ーチを通じまして、有効となる健康・医療

関連分野の企業誘致の方策を探ることを

目的としたものでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、決算概要

９６ページ、健都ポータルサイト運営事業

でございますが、ポータルサイトがどうい

ったものかということでございますが、こ

れにつきましては、平成２６年４月から運

用開始しておりまして、健都に関する情報

発信について、関係機関の組織を越えて一

元的に行うために、摂津市と吹田市が共同

で構築、運営しているホームページでござ

います。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に、答弁申し上げます。 

 組織化ということでございますけれど
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も、そもそも阪急京都線連続立体交差事業

は事業主体が大阪府でございまして、本市

は府より用地の取得業務並びに環境側道

の整備を受託して行うという仕組みにな

ってございます。 

 組織化の経緯でございますけれども、平

成２９年度の事業認可までは都市計画課

で業務を進めており、平成３０年度より新

たに課として業務を進めております。平成

３０年度につきましては、当初１１名、現

在は２名増加して１３名の体制で業務の

ほうを進めております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業について、答弁いたします。 

 平成３０年度の調査委託料につきまし

ては、市施行に向けた再開発計画案の作成

として、駅前交通広場、区画道路、再開発

ビル等建築物や再開発ビルと駅を結ぶ自

由通路などを検討いたしました。また、こ

の作成作業を進めるに当たり、地権者説明

会を開催しており、本委託において説明資

料の作成や、その様子をご欠席された地権

者の皆様等へもお伝えするため、広報ビラ

の作成なども行っております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず１番目、健都イノベーションパーク

企業立地推進事業について。 

 これについては２，０００部を作成して、

１，１２４社、不動産ディベロッパー等々

にアプローチをされたと理解いたしまし

た。 

 そこで、実際にアプローチ先においては、

どのような反応があるのか、どう捉えてい

るのか、お聞かせください。 

 続きまして、２番目、健都ポータルサイ

ト運営事業については、これは昨年もお聞

きしております。どんどんとアクセス数が

ふえ、健都の進捗状況が進むにつれて注目

度も高まっていると理解しております。そ

こで、改めて、健都の進捗状況についてど

のようなものかをお聞かせください。 

 続きまして、３番目、阪急京都線連続立

体交差事業のところで、組織化を平成３０

年に新たに立ち上げて、当初で１１名、現

在は１３名で事務を進めているというと

ころを理解いたしました。 

 まさに、あかずの踏み切りを解消する非

常に大きなプロジェクトでございます。そ

こで、実際この１３名で今進めているとい

うところで、新たな組織での取り組みとい

うものをどのようなものかをお聞かせく

ださい。 

 最後４番目、千里丘駅西地区まちづくり

事業の委託料についての内容については

理解いたしました。説明会資料等々も作成

されて、生かしているということを認識い

たしました。 

 そこで、もう一度、委託の成果について、

概要等を踏まえてどのように進めてきて

いるのか、お聞かせください。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁お願い

します。 

 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、松本

委員の２回目のご質問に、お答えいたしま

す。 

 チラシの配布先である企業の反応につ

いてというご質問だったと思いますが、チ

ラシの配布先であるディベロッパー等の

反応としましては、問い合わせとして幾つ
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か既にございます。しかしながら、健康・

医療に関係する企業等の問い合わせであ

るのですが、健康・医療器具のサプライセ

ンターであったり、工場的な役割を考えら

れている企業でございまして、現在のとこ

ろ、同地のコンセプトである医療クラスタ

ーの形成といったところに合致する企業

ではないという状況にございます。 

 現時点では、直接的な効果は見えてはい

ませんが、候補先となる企業を探索する上

で、ディベロッパー等が持つ企業情報とい

うのは、我々といたしましても効果的に企

業誘致を進めるため重要と考えておりま

すので、今後もディベロッパー等の情報に

基づき、候補先企業に対するアプローチの

きっかけを探ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、健都のま

ちづくりの進捗ということでのご質問に、

お答えいたします。 

 平成３０年度から今年度にかけまして

は、健都の中核施設となるところが次々と

開業しておりまして、健都にとって節目の

年であったと考えております。 

 具体的には、平成３０年１１月にクリニ

ックモールとかスーパー、ホテルなどが入

る複合施設ビエラ岸辺健都がオープンし

ております。さらに、その翌月には吹田市

民病院が開院いたしました。これは今年度

に入ってですけれども、６月にドナルド・

マクドナルド・ハウス大阪健都がオープ

ンしております。７月には、国循の新セン

ターが開院しております。本市の側では、

健都のマンション開発もございまして、第

２期の工事が完了いたしました。その第２

期の工事が入居戸数が最大の戸数でござ

いますので、ここまでで約６７０世帯の方

が入居されております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に関する新

たな組織での取り組みということの答弁

のほうをさせていただきます。 

 基本的に平成２９年度までの都市計画

課と連続立体交差推進課ができてからの

違いというのが、具体的には現地に入って

いる点が一番大きく違う点でございます。

基本的に平成３０年度から用地測量のほ

うを実施しておりまして、境界についての

権利者様との立ち会いという形で進めて

おります。 

 今後は、現在準備をしていますけれども、

建物調査等の準備を進めまして、用地交渉

のほうを進めていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業について、答弁いたします。 

 昨年度の成果をもとに取り組みとしま

しては、今年度末の都市計画決定に向け、

地権者や借家人の皆様へ説明会を開催し、

その後、主に市内在住・在勤などの方を対

象とした住民説明会を８月に開催してお

ります。 

 さらに、公聴会の開催を予定しておりま

したが、公述申し出がございませんでした

ので、公聴会は開催しておりません。 

 説明会では、早く事業を進めてほしいと

いったご意見や工事中の仮店舗の可能性

など、今後施設の詳細や施工方法を検討し

ていく上で検討する内容のご意見などが

ございましたが、計画案の修正を要するご
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意見はございませんでした。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、３回目の質問、

一部要望とさせていただきます。 

 まず、健都イノベーションパークにつき

ましては、いろいろとアプローチをされて

いる中で、医療クラスター形成にふさわし

いところを現状探しているというところ

については理解いたしました。引き続き、

しっかりと探していただければと思いま

す。 

 その中で、国循もオープンして、ますま

す関心が高まっていく中で、実際に企業対

応の融通性についてはどのようになって

いるのかと。本市のイノベーションパーク

の面積については６，０００平米と、吹田

市側はまだ約１万３，５００平米があり、

そのうち約６，０００平米が本市部分と隣

接していると認識しております。例えば、

誘致企業が本市の６，０００平米プラス吹

田市側の一部が欲しい、あるいは、逆に吹

田市側の誘致企業が吹田市部分に加え、本

市の１，０００平米が欲しいと要望してき

た場合など、柔軟に対応できるのでしょう

か。さまざまなニーズにどのように対応さ

れるのか、お聞かせください。 

 続きまして、２番目、健都の進捗状況に

ついては理解いたしました。我々もドナル

ド・マクドナルド・ハウスの視察や国循

視察等も行って、インフラが着実に進んで

いるというところについては、理解と認識

をしております。 

 本市は、健都を中心に健康づくりと医療

イノベーションの好循環の創出による健

康寿命の延伸をリードするまちづくりを

目指しておりますが、平成３０年度の本市

の健都と連携した取り組みについても改

めてどのようなものであったのか、お聞か

せください。 

 続きまして、３番目、阪急連続立体交差

事業について。 

 平成３０年度から現場において実際の

活動をしているというところが大きく転

換点となったということを理解いたしま

した。 

 今年度も補正予算がおりました。それと

いうのも、やはりこの平成３０年度の取り

組みがしっかりとつながっているのかと

理解しております。そこについては評価を

いたします。 

 引き続き、阪急京都線連続立体交差事業

を進めていただき、しっかりとあかずの踏

み切り解消、本市のインフラのより向上に

努めていただければと思います。 

 ３番目については要望で終わります。 

 続きまして、４番目、千里丘駅西地区ま

ちづくり事業のところで、委託料の成果を

踏まえて説明会等々を行っていると。実際

に着実に進んでいるというところを理解

いたしました。これについては評価いたし

ます。 

 これは確認ですけれども、成果を踏まえ

て、計画全般の予定というものを平成３０

年度からのつながりについても、お聞かせ

ください。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、区画

割りについてのご質問に、ご答弁申し上げ

ます。 

 区画割りにつきましては、企業によりま

しては、事業展開を今後考えていく上で、

本市が所有している６，０００平米という
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土地がニーズに合わないということも当

然ながら想定はされます。現時点では、現

在設定しています区画単位での企業誘致

が基本的な考え方でございますが、健都イ

ノベーションパークのコンセプトに合致

しているというものであれば、６，０００

平米を分筆であったり、吹田市所有地との

合筆した上で公募することは、決して不可

能ではないとは考えております。 

 ただし、同地における企業誘致につきま

しては、大阪府や吹田市等々と連携しなが

ら進めているものでございますので、候補

先となる企業と折衝する上で、そのような

ニーズ等がございましたら、関係機関等と

の協議の場を通じまして、柔軟な対応はで

きるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、健都と連

携した取り組みというご質問ですが、健都

との連携というところでは、まず国循との

連携がございますが、これは従前より市と

国循との連携ということで、四つの取り組

みということで進めさせていただいてお

ります。 

 一つは特定健康診査。これにつきまして

は、年間大体、保健センターで１３０コマ

ほどの健診を実施しておりますが、大体３

分の１ぐらいは国循のほうから医師を派

遣していただいている状況でございます。 

 次に、糖尿病対策です。これにつきまし

ては、国循の先生にいろいろとアドバイス

をいただいたりとか、国循と医師会との連

携で、症例検討会なども実施しております。 

 次に、市民公開講座でございますが、年

間数回程度、市民公開講座を開催させてい

ただいているところですが、これにつきま

しても講師を国循の先生にお越しいただ

いて、開催しているところでございます。 

 あと、症例検討会ということで、これは

消防のほうで毎年実施しておりまして、救

急の搬送の症例ということで、知識の習得

に努めているところでございます。 

 それと、平成３０年度は国立健康栄養研

究所との取り組みに具体的な動きがござ

いまして、昨年１１月の市民健康まつりに

おきまして、国立健康栄養研究所の先生に

お越しいただきまして、市民対象にフレイ

ルチェックというものをしております。 

 これを皮切りに平成３１年２月には、市

民１万名を対象にフレイルアンケート調

査をやらせていただいております。この回

収率でございますが、５８％という、かな

り高い率になっております。 

 ３月には、これは高齢介護課が主催した

ものですけれども、介護予防講座としてフ

レイルの講座を実施しまして、ここでも国

立健康栄養研究所の先生にお越しいただ

いて、ご講義いただいているところでござ

います。 

 今年度ですけれども、７月にはフレイル

測定会を実施しておりまして、たくさんの

方にお越しいただいているところでござ

います。 

 こういったところで、国を代表する機関

が本市を舞台にして取り組みをしていた

だいているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業について、お答えします。 

 都市計画決定後、次年度は、この計画案

をもとに、さらに詳細な検討を進め、駅前

交通広場、道路や建物の設計、事業スケジ

ュールや資金計画など、事業計画作成作業
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を進めてまいります。事業計画認可後、続

いて権利変換計画を作成し、補償、土地明

け渡し、工事へと事業を進めてまいりたい

と考えております。 

 なお、平成３１年第１回定例会において

説明いたしましたとおり、事業協力者や特

定建築者といった民間事業者のノウハウ

を活用し、事業を展開していきたいと考え

ており、拠点となるまちづくりを目指して

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、４回目の質問、

一部要望とさせていただきます。 

 まず、イノベーションパーク企業誘致に

つきましては、柔軟に対応可能であるとい

うことは理解いたしました。 

 今はしっかりと、その種をまいている状

況だと理解しています。その中ですばらし

い企業が来たときに、さまざまなニーズに

応えていくことも必要なのかなと、それに

ついて材料というものを用意しておく必

要があるのかなと考えております。 

 最後に、これは確認ですけれども、こと

し９月、アライアンス棟の優先交渉権者と

いうのが吹田市に決まったと。これを踏ま

えて、イノベーションパーク企業誘致にも

拍車がかかると思いますが、今後の展開に

ついて、お聞かせください。 

 続きまして、健都につきましてですが、

国循の医師の派遣は非常にありがたいと

ころだと思っております。そしてまた、糖

尿病市民公開講座、国立健康栄養研究所と

の連携等々、非常にさまざまな取り組みが

行われて、本市の健康づくりに大きく貢献

しているということは理解いたしました。

まさに健康寿命の延伸の点では、本市は国

循や国立健康栄養研究所と連携をして、循

環器病を初めとする生活習慣病の予防や

健康づくりに関する先進モデル地域にし

っかりと邁進することが求められるかと

思っております。 

 先日、国循で経済産業省の江崎氏の講演

をお聞きし、多くの感銘を受けました。と

いうのは、生涯現役社会として、８０歳、

１００歳になっても、やりがいや生きがい

を持って、笑顔で健康に暮らしていける社

会を目指さなければならないということ

です。それは病気を予防し、健康を維持さ

せて、医療費の抑制にもつながり、持続可

能な社会保障を実現するものです。それに

は、特に生活習慣病を予防する必要があり

ます。２０代、３０代から健康を意識する

必要があるかと思います。 

 しかしながら、現実には健康への意識は

低いというのが現状です。これは一例です

けれども、ケータリング事業をする会社の

営業部長からお聞きしたのですが、かるし

おレシピのものを検討したが、これは話題

にはなるけれど、結局は味のほうで選ばれ

る現状があると。つまりは、ケータリング

においても健康の優先順位は低いとおっ

しゃっておりました。このように、社会全

体における健康への優先順位が低いとい

う壁を越えなければなりません。病気にな

ってから健康を意識するという文化を変

えていかなければならないのかなと、まさ

に思いました。 

 そこで、健都において市民の健康意識そ

のものを変えていく必要があるかと思い

ますが、平成３０年度の取り組みも踏まえ

て、どうお考えか、お聞かせください。 

 続きまして、千里丘駅西地区まちづくり

事業について。 

 この計画全般の予定については、ざっく

りでありますが、おおむね理解いたしまし
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た。いろいろと説明を受けているというこ

とで認識しております。 

 今、市民の方から、千里丘駅西地区まち

づくり事業の話をいろいろと聞きます。こ

れまでは本当にするのかというような話

でしたが、今は実際にいつできるの、どう

いう手順、スケジュールで進んでいくの、

そしてまたテナントの方々では、やはりい

つ移転させられるのか、あるいは補償が出

るのか、あるいは工事期間中に仮店舗で営

業ができるのかといった、より具体的なニ

ーズというものに変わってきております。 

 開発期間中にプレハブなどの貸店舗を

設置できるのかどうか、できればＪＲ千里

丘駅前の火を絶やさぬようにしていただ

きたいのは強く要望したいと思います。開

発と、そして、そこに住む方々それぞれが

ウイン・ウインとなるように、できる限り

の配慮をすることを今しっかりと検討し、

進められるようにしていただければと思

います。これについては要望で終わります。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、松本

委員の４回目のご質問に、お答えいたしま

す。 

 健都イノベーションパークの今後の展

開というご質問かと思います。 

 企業誘致につきまして、国立循環器病研

究センターの移転開設や、今回、吹田市が

実施されましたアライアンス棟整備運営

事業者の公募が完了したことを機に、今後

スピードを上げて企業誘致に取り組んで

いく必要があると考えております。そのた

めにも、国立循環器病研究センターでの企

業等の共同研究の拠点となりますオープ

ンイノベーション・ラボの稼働状況や吹

田市の今回の公募結果による市場の反応

等も注視しながら、関係諸機関との連携を

密に、選定に向けた情報収集やＰＲ活動等

の取り組みを進め、スケジュールを含む具

体的な方向性を固めていきたいと考えて

おります。 

 本市にとりまして有益となる企業、国立

循環器病研究センターや国立健康栄養研

究所と連携できる企業等を誘致できるよ

う、取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、ご質問

に、お答えいたします。 

 市民の意識を改革する取り組みについ

てというご質問でございます。 

 先ほどご答弁申し上げました中で、健康

栄養研究所との連携した調査という話が

あったかと思います。この調査の結果、フ

レイルという言葉を知っている方のほう

が言葉を知らない方よりもフレイルの割

合が低かったということでした。フレイル

という言葉を周知させていただくことが

フレイルの予防にもつながるといったこ

とが言えます。そのためには、やはりご本

人自身が健康のためにはまず自分の体の

状態を知っていただく、そういった意味で

は健診を受けていただいて、ご自身の血圧、

血液、そういった数値をまず知っていただ

くことが大事かなと思っております。 

 また、健康づくりは楽しく取り組めると

いうことも大切なことですので、そういっ

た意味では、平成３０年度以前から市とし

て取り組んでおります、さまざまな保健事

業にそのような要素も含めておりますの

で、地道な活動にはなりますけれども、市

民の皆様が健康への関心を高めていただ

けるよう、各世代に応じた、健康に関する

情報の発信や、保健事業など、また環境の
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整備について今後も進めていくことが市

として大きな役割であると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 市民の健康への関心を

高めていく取り組みをしていくというこ

とを理解いたしました。地道ながらも、や

はり健康意識の改革というものをぜひ意

識していただければと思います。 

 やはり８０歳、１００歳まで健康でいる

には、２０代、３０代から健康を意識して

生活をしていかなければなりません。生活

習慣病などの病気になってからでは遅い

のです。だからこそ、予防医療に、今、健

都は力を入れているというところがまさ

に時代のニーズに合致しているものと理

解しております。 

 さらに、将来、減少社会なのですけれど

も、６５歳を過ぎても仕事を続けたり、あ

るいは自治会やボランティア等々で社会

と結びつき、最後まで生きがいを持ち続け

る社会であります。それには、２０代、３

０代から８０歳、１００歳、先を見据え、

心身ともに健康を意識する必要がありま

す。まさに健康意識の改革こそが、私は健

都の成功の鍵を握るものであり、この健都

を活用して、健康意識改革実現を目指して

取り組んでいかなければならないものと

考えております。 

 私は、実際、平成３０年第２回定例会で、

子どもを含めた全世代への健康のまちづ

くり施策の必要性について、そして平成３

０年第３回定例会では、子育て世代を取り

込む幼児の健康教育推進について取り上

げております。改めて、これらをしっかり

と推進していくことが健都の成功、そして、

本市が先進モデル地域になるためにも必

要なことであると考えます。ぜひ、地道な

がらも健康意識改革にも並行して取り組

んでいただくよう要望いたします。 

 また、健都の成功には、健都関係者の力

を結集することが大切かと思いますが、吹

田市、そして本市、国循、地元の医師会、

歯科医師会、薬剤師会、商工会等との多く

の関係団体がおり、幾つかの会議体が健都

の方向性を決定しているものと理解して

おりますが、改めて健都の協議会は何があ

って、何を決めているのか、その概要をお

聞かせください。 

○藤浦雅彦委員長 平井理事。 

○平井保健福祉部理事 現在、健都のまち

づくりを進めていく上で、幾つか会議体が

ございます。 

 まず、医療クラスター形成に向けての連

携でありますとか、調整の観点ということ

で、今後の方向性について大所高所から意

見交換を行う医療クラスター形成会議が

ございました。構成メンバーでございます

が、中央省庁、関西経済界・産業界、大学、

研究機関、地元自治体等でございます。こ

ちらの会議につきましては、本年、国循移

転が完了したことから、今年度その役割を

終えております。 

 そして、国循あるいは国立健康栄養研究

所を中心としました健康や医療クラスタ

ーの形成の推進に向けまして、実務担当者

で連携方策でありますとか、立地のインセ

ンティブ等を協議する場としまして、健都

クラスター推進協議会がございます。こち

らにつきましては、摂津市、吹田市、大阪

府、国循、国立健康栄養研究所、厚生労働

省が構成メンバーとなっております 

 また、医療連携の面でございますが、病

診連携あるいは在宅医療など地域医療の

あり方や予防医療の啓発などを議論する
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北大阪健康医療都市を中心とした健康・医

療のまちづくり会議がございます。こちら

の構成メンバーでございますが、国循、吹

田市民病院、地元三師会、吹田保健所、茨

木保健所、本市、吹田市等でございます。 

 最後に、健都のＰＲでございますとか、

ブランド力を高める景観形成等、地権者間

の情報の共有、意見交換の場としまして、

北大阪健康医療都市連絡調整会議がござ

います。こちらのメンバーは、健都の地権

者ということでございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 幾つもの会議体という

ものが、それぞれ連携しているというとこ

ろについては理解しました。 

 今後イノベーションパーク企業誘致が

進み、産業活性化への弾みがつくと、それ

らの企業を健都への取り組みに連携させ

る必要もあるかと考えております。つまり

は、関係諸団体がふえていき、さらに関係

を持ちたいと考える諸団体もふえていく

ことと思います。この対応の一元化によっ

て、効果的、効率的に最大限生かすという

ことが健都のさらなる成功につながるも

のと考えております。その状況を踏まえ、

健康寿命の延伸、産業活性化、そして全国

発信の三つを適切に連携させるには、司令

塔というものが一つであるということが

望ましいものと考えております。これは要

望ですけれども、関係諸団体と健都のエリ

アマネジメントについて協議、検討される

ことを要望いたします。 

 最後に、先進モデル地域を目指すために

平成３０年度の取り組みを踏まえて、総括

して今後の健都の取り組みについて、お聞

かせください。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 平井理事。 

○平井保健福祉部理事 今後の健都の取

り組みということでございますが、先ほど

ご答弁いたしました会議体でこれまで、そ

れぞれの目的に向かって、いろいろと議論

を進めてきたところでございます。基本的

には、こうした関係者の皆様と健都のまち

づくりの方向性につきましても、今後とも

綿密に連携しながら進めていきたいと考

えております。 

 今年度、国循の移転が完了しまして、い

よいよハード面がおおむね完了したとい

うことで、あとは今、委員のご質問にあり

ましたように、イノベーションパークに進

出する事業者も決まってきておりますの

で、健都のまちづくりは、これからどんど

んどんどん進展していくことかなと考え

ております。 

 今後、健都のまちづくりの議論につきま

しては、より活性化を図っていくというこ

とが重要だと考えておりますので、どうい

った場がよいか、そういったことにつきま

しても、関係者の皆様とも鋭意議論しなが

ら進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 内容については理解い

たしました。ぜひ、しっかりと進めていた

だければと思います。 

 健都は、まさに本市にとって宝でありま

す。これを生かさない手はありません。引

き続き、しっかりと目標を持って、連携を

して進まれることを要望いたします。そし

て、本市が健都を活用して、健康意識改革

のモデルとなるようにも取り組んでいた

だければと思います。 

 また、関係諸団体が健都エリアの価値向

上にも積極的に取り組んでいる現状があ
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ります。レールサイド公園の図書館の設置

等々、本市もしっかりと貢献すべきところ

は貢献すべきかと思っております。令和元

年第２回定例会でも要望しましたけれど

も、健都エリア内にある明和池公園の工夫、

そして千里丘駅西地区まちづくり事業と

の連携等々、そして健康に係る価値向上を

ぜひとも検討されることをあわせて要望

いたします。 

 以上で質問を終わります。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員の質問が終

わりました。 

 では、続いて、楢村委員。 

○楢村一臣委員 おはようございます。 

 大部分が松本委員のほうから質問され

ましたので、できるだけかぶることは避け

て質問します。 

 決算概要５０ページの健都イノベーシ

ョンパーク企業立地推進事業の中身から

ですけれども、平成３０年度決算において

は、年度当初５００万円の予算を組んでい

て、結果的に当初１６万２，０００円の予

算があった印刷製本費のうち、１万５，１

２０円の印刷ＰＲチラシの作成にとどま

ったということであります。チラシの内容

について、配られたところの内容、その効

果、結果については先ほどの答弁でありま

したとおりであります。そういった現況を

踏まえますと、事業者募集・選定等支援業

務委託料の中身も予算に組まれ、選定委員

会の委員の報酬等も組まれていましたけ

れども、そこが執行されなかったというの

は、今の流れの結果だと理解しています。 

 それで、公募の状況とかをいろいろと勘

案しながら進めるということで何度も話

が出ています６，０００平米の土地の企業

立地についての話なのですけれども、昨年

度の執行がなかったということは理解し

たのですけれども、平成３１年度について

も、事業者募集・選定等支援業務委託料を

執行するのが難しいかもしれませんが、今

年度６９１万２，０００円、予算を組んで

いる分について、年度内に執行できるのか

も含めて教えてほしいなと思います。 

 １２０ページ、阪急京都線連続立体交差

事業の中身についてです。 

まず、２行目の報償金１１１万６，００

０円上がっているのですけれども、平成２

９年度の決算では、この報償金がなかった

ので、その内容について、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 それと、一番下、連続立体交差事業調査

委託料、これは平成２９年度が１，０５０

万円程度の決算であったのですけれども、

平成３０年度は３，６５２万円という金額

に開きがあるので、その内容と平成２９年

度と平成３０年度の違いについて、教えて

いただきたいと思います。 

 次ページ、アドバイザー委託料が３０万

６，０８０円の決算が上がっています。こ

こも前年度になかった内容でありますの

で、その内容について教えていただきたい

と思います。 

 千里丘駅西地区まちづくり事業の内容

については、今年度の動きについても、次

年度の計画後の動き等についても話があ

りましたので、ここについては、以後も順

調に進めてもらえるよう要望だけしてお

きたいと思います。 

 １回目、以上です。 

○藤浦雅彦委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、私

のほうから答弁をさせていただきます。 

 平成３１年度の予算の執行の話ですの

で、平成３０年度の決算を踏まえて考え方

ということで答弁をさせていただきます。 
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 平成３０年度予算につきましては、誘致

の支援の委託料を含めて５００万円、承認

いただいて予算を組ませていただいたわ

けなのですけれども、平成３０年度に担当

所管が政策推進課に移ったと。政策推進課

として、この企業誘致の５００万円の予算

をどのように執行するかということを検

討したということです。平成２８年度、そ

して平成２９年度の事業内容と決算、平成

２８年度が約９００万円、平成２９年度が

５００万円ぐらいの決算だったと思うの

ですけれども、その結果と成果、そのあた

りをどう踏まえるか、それと、平成３０年

度については、翌年度に国立循環器病研究

センターの移転を控えておりました。それ

と、健康栄養研究所のアライアンス棟への

移転という部分も、まだ明確でなかった部

分がございます。そのあたりを総合的に踏

まえて、現時点で５００万円をそのまま漫

然と執行するということについては、それ

相応の成果というものが恐らく期待はで

きないということの判断の中で、先ほど細

井課長代理のほうから答弁させていただ

いた内容で執行させていただいたもので

す。公募については、私はかねてより令和

２年度を一つの目安ということは、この委

員会でも答弁させていただいていたと思

うのですけれども、平成３０年度はそうい

う執行の仕方をしまして、平成３１年度、

今年度も恐らく、今の状況の中では公募に

踏み切るのは難しいかなと今の時点では

思っておりますので、もう少し詳細に企業

の動向、考え方、動きというのを探れる調

査ということも考えながら、予算を執行さ

せていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

連続立体交差事業に関するご質問に、答弁

のほうをさせていただきます 

 ３点ございました。 

 １点目なのですけれども、報償金の内容

はということでございます。 

 報償金につきましては、境界確定の立ち

会いに伴い、権利者にお支払いしている立

ち会い経費でございます。連続立体交差事

業が大阪府の事業主体であるということ

で、府の規定に基づきお支払いをしており、

お１人１回当たり９，０００円、合計の人

数は平成３０年度は１２４名しておりま

すので、その金額でお支払いのほうをして

おります。 

 ２点目の調査委託料につきましては、ま

ず、平成２９年度の調査委託料の内容とし

まして約１，０００万円につきましては、

将来うちのほうで管理します環境側道に

かかわる検討業務を実施しております。 

 平成３０年度の約３，６００万円の内容

につきましては、環境側道にかかわる検討

業務約２，７００万円と、あと今年度も実

施しております用地測量業務、こちらのほ

うは２か年でやってございますけれども、

こちらのほうの平成３０年度分、約９００

万円を決算とさせていただいております。 

 ３点目のアドバイザー委託料の内容で

ございますけれども、まず用地測量におい

てわかりました地図混乱地において、今後

地図訂正の必要の有無ですとか、範囲等に

つきまして、専門家である土地家屋調査士

に助言をいただいたという内容でござい

ます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 企業立地の件なのです

けれども、平成３０年度においての流れに

ついては理解しました。 
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 今、その土地にニプロが入ってきていて、

国立健康栄養研究所の話についても、ほぼ

１年おくれということがあって、いろいろ

と複雑なところもあるとは思います。 

 今はとまっているのが現状ではあると

思うのですけれども、残った吹田市の土地

とかも含めて、どういった形で動こうと考

えられているか教えていただけますでし

ょうか。 

 阪急京都線連続立体交差事業の件です

けれども、立ち会い経費で９，０００円で

１２４名という報償金を支払われている

ということであります。 

 平成３１年度の予算を見たときに、１８

０万円を組んでいて、９，０００円という

ことは、まだ２００人分あると思います。

これから２００人ぐらい行くとなると、平

成３０年度分と合わせて３００人を超え

るという形になるのですけれども、立ち会

い経費に係る部分について、トータルでお

よそ何人ぐらいいるのかというところだ

け教えてもらえますか。 

 連続立体交差事業調査委託料のところ

なのですけれども、確か平成２９年度の決

算でも環境側道の話で１，０００万円とい

うことを話しされていたと思うのですけ

れども、平成３０年度については、３，６

００万円のうち環境側道にかかわる部分

が２，７００万円で、用地測量の部分が９

００万円という話であります。環境側道の

部分で平成３０年度２，７００万円、平成

２９年度１，０００万円となっている、こ

れらの内容の違いについて教えてもらえ

ますでしょうか。 

 アドバイザー委託料の内容についてな

のですけれども、地図訂正に至る助言をい

ただくという話になったのですけれども、

平成３１年度の予算がないのはなぜなの

か、教えてください。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、ご

答弁をさせていただきます。 

 健都そのものの認知度の問題、これはど

うだという議論があるのはあるのですけ

れども、それなりに認知度は高まっている

と認識しております。 

 それで、ニプロにつきましては、もとも

と本社機能の移転ということを検討され

ておられたということがございます。そう

すると、この時点で、そういう本社機能の

移転先を探しておられて、健都というケー

スというのは、今時点で、この間なかった

ということは、なかなか難しいのかなと。

そうすると、今後、我々の考え方としては、

国立循環器病研究センターがオープンし

て、オープンイノベーションセンター、あ

そこのラボに入ってこられるさまざまな

産学、企業も含めて、それらとの連携を検

討されるであったり、国立健康栄養研究所

が入ってこられるアライアンス棟に入居

される企業との連携を検討されるであっ

たり、そういったところでシナジー効果を

検討される企業を狙っていくということ

にならざるを得ないかなと思っています。 

 そうしますと、そういった企業の掘り起

こし、やみくもにアポイントをとって、な

かなか話をしていくというのは難しいと

思いますので、少しでもそういうことを検

討されている企業がいるか、いないか、ど

のように検討されているかということを

調査しながら、その答えの中でアポイント

をとって当たっていく企業ということを

選択していきたいと考えております。 

 それと、もう一つ、今の時点で公募に踏

み切ったときに、リスクが当然ございます。
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一つは応募がなかったときのリスク、それ

と、もう一つは健康・医療に関する企業の

応募があったけれども、これは何回も申し

上げていますように、先ほど細井のほうか

らもありましたように、健康・医療器具の

倉庫的な使い方をする、倉庫がメーンで一

部事務の機能があるといった企業が来た

ときに、それを採択するのか採択しないの

かと、その辺のリスクというのも当然出て

きますので、我々としては、やはり一定ク

ラスター形成に資する、よりよい企業とい

う部分がある程度来ていただけることが

明らかになった段階で、正式な公募に踏み

切るのが非常にリスクが少なく、よりよい

選択かなと認識しております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

連続立体交差事業にかかわるご質問に、お

答えさせていただきます 

 まず、１点目の報償金の内容につきまし

ては、平成３１年度の予算で２００件分で、

平成３０年度を合わせて３００件分以上

ということなのですけれども、基本的に権

利者は約２００名でございます。今回境界

の立ち会いということで、権利者の隣接の

方にも権利者の土地を画定するために立

ち会いのほうをお願いしてございます。で

すから、権利者２００名プラス隣接者を合

わせまして、今のところ見込んでいるのが

３５０人弱はいらっしゃるのかなという

ことで、平成３１年度の予算を２００件の

部分で計上のほうをさせていただいてお

ります。 

 ２点目の調査委託料につきまして、平成

２９年度と平成３０年度の環境側道にか

かわる検討業務はどういった内容が違う

のかという点でございます。 

 平成２９年度は、環境側道のうち駅の向

こう側というか、西側になるのですけれど

も、主に境川にかかる橋梁を計画しており

まして、そちらのほうの橋梁の予備設計を

実施してございます。 

 平成３０年度は、同じく環境側道の検討

なのですけれども、全線において路線測量

を実施して、地形地物を確認した上で、道

路の詳細な確定や踏み切りの形状、または

現況との取り決め分等を検討しておりま

す。そういった違いでございます。 

 ３点目のアドバイザー委託料につきま

して、平成３１年度は予算計上してないと

いう点でございますけれども、基本的に、

こちらのほうのアドバイザー委託料とい

うのは、突発的に専門家に土地家屋調査士

とか、司法書士等に相談するような案件が

出てきた用に計上しておりまして、平成３

１年度もアドバイザー委託料としては計

上のほうをさせていただいております。 

 ちなみに、平成３０年度にアドバイザー

委託料の中で実施した、先ほど申した地図

混乱等の内容につきましては、今年度、連

続立体交差事業調査委託料の中で地図訂

正業務を発注して、そちらのほうの解決に

現在努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 企業立地の話なのです

けれども、事業者募集・選定等支援業務の

委託を早くやってくれという意味で言っ

ているわけではないのです。ただ、国循や

国立健康栄養研究所とか、いろいろなとこ

ろと連携していくという話であるのです

けれども、今まで委員会での答弁を聞いて

いると、やっぱりすごい他力本願な部分と

いうのが強くあると思っています。このま

ま見つからない状況が続いてしまうと、あ
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の６，０００平米の土地は今後どうなるの

だろうということが懸念されて、毎回、委

員会で話をさせてもらっているのですけ

れども、私としても、そういった連携で医

療クラスターにふさわしいところが見つ

かってほしいと常に思っています。できる

だけ、積極的に動いてもらって、ふさわし

いところが入ってきてくれたらいいと思

いますので、頑張っていただくことを要望

だけしておきます。 

 阪急京都線連続立体交差事業の話なの

ですけれども、報償金については約３５０

人弱、立ち会いされる方がいるということ

で、２か年度の額を足してもまだ足りない

という状況ですので、今年度中までにやら

ないといけないという状況でもないのか

なと思うのですけれども、順次立ち会いを

進められるようにしていただきたいなと

思います。 

 ３，６００万円と１，０００万円の環境

側道の違いについては、同じ環境側道でも、

検討する項目が違うということがあるの

で理解いたしました。 

 アドバイザー委託料についての地図訂

正等に係る内容については、阪急京都線連

続立体交差事業の委託料に含まれるとい

うことで理解しました。 

 それで、最後にお聞きしたいのは、９月

補正で計上された数億円のお金が、この１

か月間でもし動きがあれば教えてほしい

のですけれども、今年度下半期の動きの状

況も含めて、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に係る補正

後の対応状況という点で、ご答弁させてい

ただきます。 

 現在は、引き続き境界確定業務のほうは

鋭意続けております。約９割、立ち会いは

終わっておりますけれども、あとは最後の

境界確定書に押印作業ということで、今、

地元に入っていっているところでござい

ます。 

 あわせて、今後用地交渉をするに当たっ

て補償額というところで算定するために、

建物調査や不動産鑑定について業務を発

注すべく、大阪府、阪急と協議しながら、

準備段階を追って、鋭意こちらのほうも進

めております。 

 また、補正で計上させていただきました

用地交渉業務につきましては、先日業者の

ほうが決まりまして、また、今後の動き等

を今後業者としっかり調整を図りながら、

どういう進め方をしていくかという現在

協議中でございます。年度の下半期という

ところで、基本的には補正したところでご

ざいますので、しっかり我々としては、で

きる範囲で権利者に対して事業推進を少

しでも進められるように、そういった業務

を実施して、何とか前向きに進めていきた

いなと考えてございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まだ、９月補正での話で

すから、難しいとは思うのですけれども、

やはり大きな額ですので、すごく大変なこ

とだと思います。今すぐどうこうというわ

けではないのですけれども、数億円のお金

が入ってくるという中で、やっぱりできる

だけきっちりと進めてもらえるように。最

終的には残ってしまったら、それをどうす

るかということについては、そのとき考え

ないといけないと思うのですけれども、こ

れからとても大きなことをしていくこと
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になるので、きっちり進めていっていただ

くことを要望して、私からの質問は終わり

ます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員の質問が終

わりました。 

 続いて、森西委員。 

○森西正委員 それでは、質問させていた

だきます。 

 他の委員からの質問で今お聞きして、わ

かっている部分がありますので、まず一つ

一つ聞かせてもらいたいと思います。 

 健都イノベーションパーク企業立地推

進事業です。 

 印刷製本費のＰＲチラシというのはわ

かりました。 

 まず聞きたいと思うのは、ＰＲチラシを

つくって配布して、現状として、それが思

うようにうまくいっていないというとこ

ろがあろうかと思いますけれども、改めて、

平成３０年度の決算においてこの事業の

取り組みについての検証を聞きたいと思

います。 

 健都ポータルサイト運営事業について

お聞きしたいと思います 

 予算が５０万円で、決算が４３万６，６

０８円、残額が６万３，３９２円と執行率

８７．３％ということであります。これは

負担金ですから、当初の予算の５０万円が

１００％執行があるべきなのかなと思い

ますので、この残額についてお聞きします。

それとその成果をお教え願えたらと思い

ます。 

 続いて、吹田操車場跡地ですけれども、

将来は、吹田操車場跡地まちづくり事業と

いう、この事業名自身が恐らくなくなって

いくだろうと思うのです。この平成３０年

において、地中障害物撤去補償金というこ

とで出されていますけれども、今後、この

事業としてどのような費用を出す見込み

があるのか、教えていただきたいと思いま

す 

 続いて、阪急京都線連続立体交差事業で

すけれども、これも他の委員からお聞きし

ていますけれども、当初、最終的に事業が

完成するまでに約１５年かかるとお聞き

しています。１５年で事業を終えるに当た

っての平成３０年というのはどういう位

置づけであって、その全体の中で平成３０

年というのはスムーズに進めていく上で

うまくいったのか、うまくいかなかったの

か、問題はなかったのか、教えていただき

たいと思います。 

 それと、千里丘駅西地区まちづくり事業

です。 

 これも当初１０年ということでお聞き

していて、同じく、平成３０年の部分に関

しては位置づけはどうであって、平成３０

年においては、この部分に関しての成果は

どうであったのか、問題はなかったのか、

課題が残ったのか、ご説明いただきたいと

思います。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁お願い

いたします。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、 

ご答弁申し上げます。 

 平成３０年度の単年度の決算の検証と

いうことで申し上げますと、啓発チラシを

１，２００社程度に配るとなると、それな

りの郵送料もかかるため、建設業労働災害

防止協会の協力を得ながら、この程度の金

額で１，２００社に対して啓発ができたと

いうことは、一定、費用対効果の部分では

よかったのかなと認識しております。 

 ただ、我々といたしましては、単年度で

考えるのではなくて、先ほども申し上げた
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のですけれども、ある程度の複数年で企業

誘致というのは考えている、政策推進課の

担当になった段階で複数年で考え方とい

うのを整理しておりますので、先ほども少

し申し上げたのですけれども、平成３０年

度の啓発チラシの事業、それと令和元年度

に予定している事業、その部分を持って、

これも先ほど少し申し上げましたが、企業

を選別して、少しアタックをしていきたい。

その上で、できれば、もし感触がよければ

公募までいきたいということで、一応３か

年という考え方の中で計画を持っており

ますので、できるだけ早い段階で、よりよ

い企業が決まるようには頑張っていきた

いと思っておりますけれども、これも以前

答弁させていただいておりますけれども、

ひょっとすると、どこかで優先順位という

のを下げる検討もしていかないといけな

いということは、一定踏まえなければなら

ないとも認識しております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、健都ポー

タルサイト運営事業に関するご質問に、お

答えいたします。 

 まず、なぜ残額が発生するのかというご

質問でございますが、これは委員がご指摘

のとおり負担金でございまして、吹田市と

の取り決めで、ポータルサイト全体の運営

費用の３２％を負担するということにな

っております。残額の発生につきましては、

ホームページでございますので、年度途中

にいろいろとカスタマイズしたりとか、い

ろいろな作業が発生してきます。こういっ

た作業が発生してきた中で、年度末に結果

が出まして、それについて決められた割合

を負担するということになっていますの

で、一定の残額が発生するということにな

ります。 

 もう１点、効果ということでございます

が、これは毎回この特別委員会でもお答え

しているのですけれども、ホームページの

ヒット数が、平成３０年から、いろいろな

中核的施設の開業がございましたので、平

成３０年１１月は大体６３万件ぐらいの

ヒット数がございました。これは、２０１

８年１月ですと１９万５，０００件ぐらい

なので、健都が動き出すに当たって、どん

どんふえてきている状況でございます。６

３万件のときが今のところピークとなっ

ておりますが、ことしに入っても６月、７

月、これは国循の移転が影響しているもの

と思いますが、大体４５万件ぐらいヒット

数がございます。以降、大体３０万件前後

ぐらいとなっております。 

 こうしたことで、本市がこの健都につい

てかかわって取り組んでいるということ

が、多くの人にご覧いただいているという

効果があるものと思います。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 吹田操車場跡地まち

づくり事業に関しましてのご質問に、お答

えさせていただきます。 

 平成３０年の決算の内容では、地中障害

物の撤去負担金と、それから補償補てん及

び賠償金５９万４，０００円を計上させて

いただいておりまして、それは明和池公園

に隣接する８街区で発生しました瑕疵、発

現しましたコンクリートや鉄くずの撤去

処分費用を精算していただいたものでご

ざいます。 

 また、まちづくり事業に関しまして、吹

田操車場跡地区画整理事業につきまして

は、事業期間としまして平成２１年から開

始しまして、基盤整備につきましては平成
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２７年におおむね完了しておりますが、施

工者であるＵＲは、清算期間として令和２

年まで残しておりまして、保留地の瑕疵対

応などをまだ残している現状でございま

して、しばらくは、この事務は関係機関協

議を行いますので、この事業はまだしばら

く残ると考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に、答弁申し上げます。 

 今後、計画の１５年の中での平成３０年

度の位置づけと、その中で問題点等があっ

たか、うまくいったか等のご質問ですけれ

ども、やはり平成３０年度は、平成２９年

度に認可をとりまして、最初のスタートの

年でございます。重要な１年であったと認

識しております。その中で、実際、権利者

説明会のほうを開催して、権利者と具体的

な意向の確認だとかをお話しできる機会

があり、また、この阪急京都線連続立体交

差事業というのを広く周知できたという

点では、非常に重要であったと思っていま

す。今後進める上で、確実に平成３０年度

の業務は着実に進めることができたと考

えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業について、答弁いたします。 

 平成３０年度は、市施行で進めることと

なりまして、再開発計画案を作成してまい

りました。この成果をもとに、地権者の皆

さん等に説明会を行いながら進めており

まして、都市計画手続を現在進めており、

予定どおり進めているところでございま

す。 

 課題につきましては、本事業につきまし

て、まだ反対の方もおられますが、合意形

成に向けて、面談等を通じて合意形成に向

けて努めてまいりたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 答弁が終わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 健都イノベーションパー

ク企業立地推進事業ということでありま

すけれども、もう健都全体を含めての事業

であると思います。チラシについてはディ

ベロッパーを通じてということも聞きま

した。 

 以前に、摂津市にかかわりのある企業に、

そういうＰＲをしたりとか、直接行ったり

とかしたのかということを聞いたことが

あるのですが、その場合には、ないという

お答えでした。移転の考えのあるところを

いかに早く察知し、アプローチをできるの

かが大事だと思うのです。先ほどのご答弁

では、ことしは交渉していったりというこ

とでしたけれども、そこはやはり、もう少

し積極的に話を進めて、市として前に出て

いくべきなのかなとは思います。 

 イノベーションパークの最終の形をど

ういうものをしたくて、そのためには、ど

ういう企業、どういう事業所に入ってきて

ほしいかという構想が大事ではないのか

なと思うのです。摂津市としては、こうい

うイノベーションパークをつくっていき

たいという構想があって、その構想に見合

う企業に参入していただくというところ

がまず大事だと思うのです。 

 以前から話もさせていただいています

けれども、このイノベーションパークにど

ういう企業が参入するかによって、これか

らの摂津市の財政が変わってくるわけで
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す。今回ニプロが本社移転をしていただき

ます。そこが本社なのか、本社でないのか

によっても変わってきたりとか、その企業

が例えば上場企業である、全国で、もしく

は海外で事業を展開されている企業であ

るかどうかというようなことによっても、

今後の摂津市の歳入に影響があるわけで

すから、まずは摂津市としては、どういう

企業に入ってきてほしいというところを

持つべきだと思うのですけれども、その点

のお考えをお聞きしたいと思います。 

 ポータルサイトの負担金の件に関して

はわかりました。 

 健都全体の話でいうと、今、国循が減塩

かるしおということで進められて、先ほど

川口部参事からも、さまざまな取り組みを

行って、健康寿命を延ばしていくというご

答弁がありました。 

 民生の委員会のほうで足立区に視察に

行かさせてもらって、そこでベジタベライ

フということで、野菜を食べようというこ

とで、足立区が平均寿命と健康寿命との差

に乖離があるから、そこの差をなくしてい

くために、野菜を食べようということで行

政側が住民に対して取り組む施策です。私

は視察をさせていただいて、なるほどな、

わかりやすいなと思いました。そのときに

足立区の担当者がおっしゃっていたのが、

あれもこれもということではなくて、特化

をして進めたほうが住民にとってもわか

りやすいしということでした。 

 行政は、あれもこれもしたいというのは

よくわかるけれども、特別にこれを住民に

わかりやすくということで進められてい

るのが、この足立区のベジタベライフとい

うことです。例えば、国循が減塩というこ

とでいうのであれば、摂津市においても全

面的にもっと出してもいいのではないか

なと思うのです。私はそのように特化して、

国立循環器病研究センターと摂津市が連

携をとりながら、市民の健康をつくってい

こうという取り組みをするべきだと思っ

ています。 

 その点は、要望とさせていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 吹田操車場跡地まちづくり事業もそう

ですけれども、阪急京都線連続立体交差事

業、千里丘駅西地区まちづくり事業もそう

です。全般的なのですけれども、全体のス

ケジュールは聞いていますけれども、年度

ごとに何をどうするかという、そこまでの

具体的なスケジュールというのはお示し

いただいていないので、ぜひとも、そうい

うスケジュールをいただきたいです。その

スケジュールの中には、年度ごとで行わな

ければならないことというのが出てくる

と思うのです。そこの部分も具体的に示し

ていただけたらと思います。 

 先ほどの補正予算でもって、国のほうか

らいただくということになりましたけれ

ども、それは摂津市としては後ほどいただ

けると思っていたものが、前倒しでいただ

けるようになったということであります

から、トータルとしていただける金額は変

わらないので、前倒しでいただけたら、そ

の後ろの部分がなくなるわけですから、そ

ういうところがもう少し具体的にわかる

ようなものを示していただきたいと思い

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 先ほどのスケジュー

ル等の資料について出せるようであれば

出すということで一度検討していただき

たいと思います。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、幾
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つかの観点でご質問いただきましたので、

順次答弁させていただきたいと思います。 

 まず、積極的な企業に対するアタックの

部分でございます。 

 委員がおっしゃるとおりでございまし

て、塩野義に関しましては委員のほうから

ご示唆いただきまして、実際に塩野義にも

行ってまいりました。イノベーションパー

クそのものの土地については、なかなかい

い土地だなということで評価いただいて

いたのですけれども、業界で事業の拡充を

考えておられるところも、自前というか、

自社で工場を建てたり、研究したりという

ことで事業を拡充、拡張していくのではな

しに、委託に出したりするケースが多いと

いうことをお話をいただきまして、そうい

ったところでいうと、研究という観点での

部分でなかなか難しい部分があるなとい

うことの塩野義からご示唆もいただきま

した。 

 それと、アタックのその部分については、

先ほど答弁させていただいたのですけれ

ども、今年度想定している事業の中身にお

いて、アタックして可能性があるであろう

企業をチョイスして、次のステップにつな

げていきたいということで今年度考えて

おりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 それと、コンセプトの問題ですけれども、

あそこは医療クラスターの形成というこ

とで基本的なコンセプトというのは既に

決まっているわけでございまして、例えば

ニプロであれば、医療に関する器具を国循

と共同研究しながら、新たな、よりよい器

具を生み出して、少しでも健都そのものの

価値を発信していきながら価値を高めて

いくことになっていくわけなのですけれ

ども、そのような企業が来ていただけるこ

とが一番いいわけなので、先ほども申し上

げたのですけれども、やはりメーンが医療

器具をストックしておく倉庫であるとい

うような企業であれば、現時点ではやはり

優先順位は低くならざるを得ないかなと。

したがって、そういう問い合わせもあるわ

けなのですけれども、なかなか市として踏

み切るということはできないなと思って

おります。やはりコンセプトがもう既にご

ざいますので、その部分と健都全体の価値、

バリューを高めることに資するであろう

企業、それと、少しでも健康・医療の観点

で、さまざまな研究を通じて市民に何らか

の還元ができるであろう、そういったこと

をしている企業、そこを今の時点では第一

優先順位に考えて、企業誘致ということを

進めていく必要があると認識しておりま

す。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、ご質問に、

お答えいたします。 

 委員のほうから足立区のベジタベライ

フとか、そういったわかりやすい取り組み

ということでご紹介がございましたが、足

立区も、いろいろな事業を進めるのではな

くて、どれか１本柱を置いて、わかりやす

いものを提示して、そのほうが市民にとっ

ても効果的ではないかということで取り

組まれているものと思います。 

 ただ、やはりここまで思い切った発想の

転換をするに当たっては、一定エビデンス

といいますか、その辺も勘案して考えてい

かなければならないと考えております。 

 そんな中、先ほど委員からもご紹介あり

ました、かるしおの件でございますが、減

塩の取り組みにつきましては、従前から、

これはどこの市でも取り組まれているか
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と思いますが、本市としては健都というと

ころで地の利がございますので、これを利

用して、かるしおという視点で減塩に取り

組んでいるということでございます。 

 その他、本市の特色ある取り組みとして

はウオーキング、歩くということを主眼に

置きまして、健康マイレージ事業などの取

り組みをさせていただいているところで

す。 

 何か１本、どれに絞るかというところで

は、そこまでやるべきかどうかということ

も含めまして、現在は答えを持っていない

状況ですけれども、市民にとってわかりや

すいというところでは非常に重要である

と考えております。今後も、そういった視

点を持ちまして、事業を進めていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、ただいまの森西

委員のご指摘で、私のほうから答弁させて

いただきたいと思います。 

 わかりやすくというのは非常に重要な

キーワードであろうかと思っております。

我々といたしましても、行政用語はやっぱ

り出てまいります。先ほど課長が答弁いた

しましたけれども、かるしお、これは一体

子どもに対してどういう理解をしてくれ

るのだろうか、こういう我々は、その表現

も含めまして、いかに市民に浸透するよう

な、わかりやすい説明、これがやはり求め

られるのではないかと思っております。 

 子どもであろうとも、それから老人の方

であろうとも、健康はやはり共通のテーマ

であろうと思っております。それぞれ時と

場合に、あるいはＴＰＯに応じた、わかり

やすい説明の仕方、これをやはりもう少し

我々は反省をしながら、研究もしていきた

いと思っております。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 副市長からもご答弁いた

だいたのですけれども、健都のまちづくり

がどっちに向くかによって、摂津市の今後

のまちづくりが大きく変わってきますの

で、市民にとってよりよい形をつくってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 イノベーションパークも、そうです。ど

の企業が参入してくるかによって、これか

らの摂津市民の負担がどうなるのかとか、

大きな問題だと思いますので、もう当然わ

かっておられるとは思いますので、担当の

方には、ここは将来の摂津市のために頑張

っていただいて、よろしくお願いしたいと

思います。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３８分 休憩） 

（午前１１時３９分 再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分について、認定決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○藤浦雅彦委員長 賛成多数。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１１時４０分 閉会） 
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